
い
ず
れ
も
お
問
合
せ
は
、
市
市
民

課
（
7
X
６
５
１
１
）
へ
。
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市民窓口 入札、市民協働

【
対
象
】
す
べ
て
に
該
当
す
る
人
が
対
象

○
肢
体
不
自
由
・
視
覚
不
自
由
で
、
１

級
か
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
を
持

っ
て
い
る
人
、
ま
た
は
、
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

○
一
人
で
外
出
す
る
こ
と
が
困
難
な

一
人
暮
ら
し
の
人
、
ま
た
は
、
世

帯
員
す
べ
て
が
満
65
歳
以
上
の
高

齢
世
帯
の
人
。

【
宅
配
で
き
る
証
明
書
類
等
】

○
交
付
・
・
・
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
抄

本
、
住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記

載
事
項
証
明
書

○
交
付
・
再
交
付
・
・
・
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
老
人
保
健
医

療
受
給
者
証
、
高
齢
受
給
者
証
、

福
祉
医
療
費
受
給
券

※
宅
配
は
無
料
で
す
。
た
だ
し
、
発

行
に
か
か
る
規
定
の
手
数
料
は
必

要
で
す
。

【
受
付
時
間
】

開
庁
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
４
時
30
分
ま
で

【
宅
配
時
間
】

依
頼
日
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

交
付
書
類
は
、
市
職
員(

市
民
課
・

保
険
医
療
課
と
各
支
所
市
民
福
祉
課
）

が
依
頼
者
の
お
宅
に
伺
い
、
本
人
確

認
を
行
っ
た
後
、
本
人
に
直
接
お
渡

し
し
ま
す
。

【
申
請
依
頼
方
法
】

申
請
は
本
人
申
請
が
原
則
で
す
が
、

病
気
な
ど
で
本
人
申
請
が
難
し
い
場

合
に
は
、
本
人
が
指
定
す
る
代
理
の

方
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

申
請
依
頼
の
電
話
番
号
・
フ
ァ
ッ

ク
ス
番
号
は
次
の
と
お
り
で
す
。

申
請
依
頼
時
に
は
、
本
人
確
認
な

ど
の
た
め
に
、
次
の
こ
と
を
お
聞
き

し
ま
す
。
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
申
込
依

頼
時
に
は
、
次
の
こ
と
を
記
載
し
て

送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

《
確
認
事
項
・
記
載
事
項
》

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
連
絡

先
電
話
番
号
、
必
要
な
証
明
書
類
等

の
種
類
、
使
用
目
的
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
種
別
・
等
級
、
ま
た
は
要
介

護
度
等

※
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
請
依
頼
す
る
場

合
、
個
人
の
情
報
を
送
信
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
送
信
の
際

に
は
、
送
信
先
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
番

号
を
良
く
確
認
し
て
か
ら
、
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。
不
安
な
場
合
は
、

電
話
で
申
請
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

一
人
で
外
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
住
民
票
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て

も
、
誰
か
に
頼
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
、
郵
送
で
請
求
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
り
し
て
、
す
ぐ
に
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
市
で
は
、
次
の
人
を
対
象
に
、
住
民
票
な
ど
の
必
要
な
証
明
書
類

を
市
職
員
が
直
接
自
宅
に
届
け
る
「
宅
配
サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

住
民
票
な
ど
が
急
に
必
要
に
な
っ
た
時
に
は
、
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
、
お
申
込
み
は
市
民
協

働
課
（
7
X
８
７
２
２
）
へ
。

外
出
が
困
難
な
人
に

住
民
票
等
を
宅
配
し
ま
す

12
111

210

48
57

6

9 3

12
111

210

48

57
6

9 3

ま
た
は 

本庁
℡65-6511 FAX65-2566

浅井支所
℡74-4353 FAX74-3215

びわ支所
℡72-5253 FAX72-2211

入札契約制度を改革
（７月から試行）

市では長浜市入札監視委員会からの意見を受け、
公正性・競争性・透明性がより高まるように入札
制度を一部改革し、試行します。

改革(試行)の内容 ①一般競争入札の対象を拡大し、参加資格審査を落札候補者のみ行う事後審査型にします。
②郵便方式による入札をおこないます。

■対象 ○入札・契約方式

一般競争入札
（条件付事後審査型・郵
便方式）

○対象工事

予定価格
１億円以上の工事

○概要

入札の事前に行っていた
資格審査を、入札後に最
低価格提示者から順次行
い、郵便方式にします。

○特徴

落札候補者のみを審査す
ることで、入札参加者の
負担が軽減され、また、
入札事務の効率化が図れ
ます。

一般競争入札
（簡易条件型・郵便方式）

※上記以外の工事は指名競争入札によりますが、受注機会を増やし競争性を高めるため、指名業者数を増やします。

〔今までの制度〕入札書を入札会場まで持参
〔改　革　後〕入札書を郵便書留等により

長浜局留で市あてに郵送
A

★一般競争入札・・・市が一定の基準により選んだ者でおこなう指名競争入札と違い、入札参加を希望する者は条件
を満たしていれば誰でも入札に参加できる方式。

詳細は市のホームページ(http://www.city.nagahama.shiga.jp/)をご覧下さい。

予定価格
２千５百万円以上１億円
未満の工事
※格付の３業種
（土木、建築、舗装のみ）

格付等の簡易な条件によ
り、一般競争入札を拡大
し、郵便方式にします。

地元業者の参加を重視し
た条件により入札公告を
定期的におこなうこと
で、入札参加が容易にな
ります。

期待できる効果
・時間的な制約や移動コストの軽減(入札参加者)。
・参加しやすいため競争性が高まると共に、入札会場で参加者が一同に
会する機会が減り、談合などの不正行為の抑止につながります。

★郵便方式

お問合せは、市契約検査課（7X６５０７)へ。

「
市
民
の
み
な
さ
ん
が
必
要
と
さ

れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
市
民
の
み
な

さ
ん
の
創
意
と
工
夫
で
市
民
の
み
な

さ
ん
自
ら
が
提
供
す
る
」
市
民
活
動

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
こ
う
し
た
市
民
活
動
団

体
の
設
立
と
事
業
活
動
に
対
し
て
補

助
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

事
務
所
の
所
在
地
ま
た
は
活
動
拠

点
が
市
内
に
あ
る
市
民
活
動
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る

団
体
）
で
、
社
会
貢
献
活
動
を
行
い
、

市
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
団
体

【
助
成
対
象
・
額
・
期
間
】

①
団
体
設
立
支
援

１
団
体
２
万
円
が
限
度(

１
回
限
り)

②
事
業
支
援
・
協
働
事
業
支
援

１
事
業
２
／
３
の
補
助
率
で
、
20

万
円
を
限
度
と
し
、
継
続
事
業
で
も

３
年
が
限
度(

継
続
時
審
査
あ
り
）

【
事
業
選
定
方
法
】

申
請
書
に
よ
る
書
類
審
査
と
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
提
示
・
提

案
説
明
）
に
よ
り
決
定

【
募
集
要
領
・
申
請
書
備
付
場
所
】

市
役
所
案
内
窓
口
、
各
公
民
館
等

【
募
集
期
間
】

６
月
１
日(

金)

〜
16
日(

金)
市
民
活
動
を

支
援
し
ま
す

これまでに要望が多かったポルトガル語教室
を開催します！
講師は、広報きゃんせ５月１日

号でも紹介した国際交流員のジュ
リアナさんです。

【と　き】７月～９月　※毎週木曜日
午後７時～午後８時30分

【ところ】長浜公民館会議室
【定　員】12名
※申込者多数の場合は市内在住の方を優先させ
ていただきます。

【参加費】１か月　500円(コピー代等)
※初日に集金します。

【申込方法】電話でお申込みください。
※随時受付中。

お申込み、お問合せは、市民協働課(7X８７２２)へ。

ブラジルの文化・伝統などにも触れ
ながら、楽しい教室にしたいと思いま
す。みなさんお気軽にご参加ください。

ポルトガル語教室受講生募集

住
民
票
や
印
鑑
登
録
証
明
書
と
い
っ

た
証
明
書
類
を
自
動
交
付
す
る
端
末

を
本
庁
の
玄
関
ホ
ー
ル
に
設
置
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

こ
の
自
動
交
付
機
は
、
平
成
15
年

か
ら
発
行
を
始
め
た
「
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
」
で
利
用
す
る
も
の
で
、

申
請
書
に
記
入
す
る
こ
と
な
く
、
平

日
の
業
務
時
間
内
は
も
ち
ろ
ん
、
時

間
外
や
休
日
に
も
、
短
時
間
に
証
明

書
類
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
交
付
書
類
】
住
民
票
の
写
し

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

印
鑑
登
録
証
明
書

【
交
付
時
間
】

平
日
　
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
７
時
ま
で

休
日
　
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

（
年
末
年
始
を
除
く
）

平
日
の
夜
間
や
休
日
に
も
住
民
票
等
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

「
自
動
交
付
機
」
を
設
置
し
て
い
ま
す
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